
令 和 元 年 ６ 月 １ ０ 日 招 集 

第２回天草市議会（定例会）議案書 

天 草 市 



令和元年第２回天草市議会（定例会）議案 

議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

報告第３号 専決処分事項の報告について 
令和元年 

６月１０日 

報告第４号 
繰越明許費繰越計算書の報告について

（平成３０年度天草市一般会計） 
〃   

報告第５号 
繰越計算書の報告について（平成３０年

度天草市下水道事業会計） 
〃   

報告第６号 
一般財団法人天草下島北部地域観光

振興公社の経営状況の報告について 
〃   

報告第７号 
株式会社うしぶかの経営状況の報告に

ついて 
〃   

報告第８号 
株式会社プラスファイブの経営状況の

報告について 
〃   

報告第９号 
有限会社愛夢里の経営状況の報告に

ついて 
〃   

議第５７号 
専決処分事項の承認について（天草市税

条例等の一部を改正する条例） 
〃   

議第５８号 
専決処分事項の承認について（天草市都

市計画税条例の一部を改正する条例） 
〃   

議第５９号 

専決処分事項の承認について（天草市国

民健康保険税条例の一部を改正する条

例） 

〃   

議第６０号 
天草市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第６１号 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

〃   

議第６２号 

消費税及び地方消費税の税率引上げに

伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について 

〃   

議第６３号 
天草市介護保険条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   
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議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第６４号 
天草市税条例の一部を改正する条例の

制定について 

令和元年 

６月１０日 

議第６５号 
天草市税特別措置条例の一部を改正す

る条例の制定について 
〃   

議第６６号 
天草市倉岳特産物処理加工施設条例を

廃止する条例の制定について 
〃   

議第６７号 

熊本県市町村総合事務組合の共同処理

する事務の変更及び規約の一部変更に

ついて 

〃   

議第６８号 あらたに生じた土地の確認について 〃   

議第６９号 字の区域の変更について 〃   

議第７０号 工事請負契約の締結について 〃   

議第７１号 財産の取得について 〃   

議第７２号 財産の取得について 〃   

議第７３号 財産の取得について 〃   

議第７４号 財産の取得について 〃   

議第７５号 市道路線の認定について 〃   

議第７６号 
令和元年度天草市一般会計補正予算（第

１号） 
〃   

議第７７号 
令和元年度天草市一般会計補正予算（第

２号） 
〃   

議第７８号 
令和元年度天草市介護保険特別会計補

正予算（第１号） 
〃   
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議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第７９号 
令和元年度天草市国民健康保険診療施

設特別会計補正予算（第１号） 

令和元年 

６月１０日 

議第８０号 
令和元年度天草市水道事業会計補正予

算（第１号） 
〃   

議第８１号 
令和元年度天草市下水道事業会計補正

予算（第１号） 
〃   
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報告第３号 

   専決処分事項の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会において指定さ

れている事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 事故発生日時 平成３１年３月１２日（火曜日） 

午前１１時５５分頃 

２ 事故発生場所 天草市五和町城河原一丁目（城河原郵便局付近交差点） 

３ 和解の相手方 天草市在住者（女性、５７歳、車両保有者） 

４ 事故の概要  上記日時及び場所において、本市職員が運転する公用車が県道を走行して 

        いた際に、左から進入してきた相手方車両と接触し、双方車両に損害を与え

た。 

５ 損害賠償の額 ３３，１６９円（相手方車両分） 

６ 和解事項   当事者双方は、今後本件に関して、裁判上又は裁判外において一切の異議

及び請求の申立てをしないこと。 
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報告第４号 

   繰越明許費繰越計算書の報告について 

 平成３０年度天草市一般会計補正予算（第３号、第４号、第５号、第６号、第７号）第２条

の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 
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平成３０年度　　　天　草　市　一　般　会　計　繰　越　明　許　費　繰　越　計　算　書

国県支出金 地方債 その他

２ 総務費 １ 総務管理費 本庁舎管理費 74,952,000 45,630,000 45,630,000

電算システム整備事業 17,587,000 17,587,000 17,587,000

スポーツ施設整備事業 9,067,000 9,067,000 9,067,000

有明支所営繕事業 46,802,000 40,802,000 40,802,000

天草市庁舎建設事業 2,308,923,000 1,988,751,058 105,888,133 1,841,100,000 41,762,925

５ 選挙費 県議会議員選挙 4,741,000 4,471,200 4,471,200

３ 民生費 ２ 高齢者福祉費 公的介護施設等整備費補助金 2,857,000 2,857,000 1,905,000 952,000

５ 農林水産業費 １ 農業費 団体営農業農村整備事業 18,242,000 18,242,000 7,705,000 5,268,500 5,268,500

農業水路等長寿命化・防災減
災事業

29,779,000 29,779,000 16,378,000 13,401,000

３ 水産業費 海岸堤防等老朽化対策事業 39,000,000 10,408,000 5,469,686 4,938,314

水産物供給基盤機能保全事業 30,000,000 24,791,000 17,443,388 7,300,000 47,612

水産基盤整備事業 120,000,000 120,000,000 69,213,763 50,700,000 86,237

単独漁港整備事業 140,000,000 140,000,000 140,000,000

（単位：円）

未収入特定財源
一般財源

款 項 事　　　業　　　名 金　　額
翌年度
繰越額

左の財源内訳

既収入
特定財源

-
 
7
 
-



平成３０年度　　　天　草　市　一　般　会　計　繰　越　明　許　費　繰　越　計　算　書

国県支出金 地方債 その他

（単位：円）

未収入特定財源
一般財源

款 項 事　　　業　　　名 金　　額
翌年度
繰越額

左の財源内訳

既収入
特定財源

６ 商工費 １ 商工費 イルカセンター整備事業 589,461,000 475,509,900 58,000,000 194,334,000 164,400,000 58,775,900

重要景観構成要素修景事業 6,500,000 6,500,000 6,500,000

７ 土木費 １ 土木管理費 民間建築物耐震改修促進事業 3,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000

２ 道路橋梁費 市道改良（交付金）事業 170,000,000 129,753,000 77,506,000 50,400,000 1,847,000

市道改良（単独）事業 51,702,000 51,702,000 51,700,000 2,000

橋梁維持補修事業 50,399,000 49,740,000 47,200,000 2,540,000

３ 河川費
土砂災害危険住宅移転促進事
業

3,000,000 3,000,000 3,000,000

４ 港湾費 港湾施設維持補修事業 10,400,000 10,400,000 10,400,000

海岸堤防老朽化対策事業（交
付金）

22,000,000 16,860,000 7,430,000 9,430,000

５ 都市計画費
熊本天草幹線道路連絡街路整
備事業

100,490,000 100,490,000 3,327,320 79,800,000 17,362,680

都市計画道路太田町水の平線
整備事業

214,000,000 214,000,000 68,639,500 138,000,000 7,360,500

８ 消防費 １ 消防費 防災行政無線整備事業 261,862,000 252,192,000 243,800,000 8,392,000

９ 教育費 ２ 小学校費 小学校施設大規模改造事業 580,381,000 580,381,000 116,083,000 453,600,000 10,698,000

６ 学校給食費
（新）本渡学校給食センター
建設事業

173,924,000 173,924,000 173,900,000 24,000

-
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平成３０年度　　　天　草　市　一　般　会　計　繰　越　明　許　費　繰　越　計　算　書

国県支出金 地方債 その他

（単位：円）

未収入特定財源
一般財源

款 項 事　　　業　　　名 金　　額
翌年度
繰越額

左の財源内訳

既収入
特定財源

10 災害復旧費 １ 農林水産施設
現年発生補助災害復旧事業
（農業施設）

56,969,000 40,223,000 39,603,053 400,000 100,596 119,351

災害復旧費
現年発生補助災害復旧事業
（林業施設）

28,672,000 20,261,000 17,576,000 2,400,000 285,000

２ 公共土木施設
現年発生単独災害復旧事業
（公共土木施設）

13,000,000 5,700,000 5,700,000

災害復旧費
現年発生補助災害復旧事業
（公共土木施設）

295,000,000 289,832,500 218,355,927 68,700,000 2,776,573

合　　　　　　　　　　　　　　　計 5,472,710,000 4,875,853,658 163,888,133 869,940,837 3,519,100,000 5,369,096 317,555,592

-
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報告第５号 

   繰越計算書の報告について 

 平成３０年度天草市下水道事業会計予算額について、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 
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（単位 ： 円）

国県補助金 企業債
損益勘定
留保資金

1 資本的支出 1 建設改良費
小松原雨水幹線整備事
業

49,200,000 4,024,601 45,175,399 18,770,269 23,600,000 2,805,130 0 0

　用地購入にあた
り地権者との交渉
に期間を要したた
め、予算を繰越し
て使用する。

今釜新町ポンプ場電気
施設更新事業

63,800,000 0 63,800,000 31,377,633 32,300,000 122,367 0 0

　事業の実施にあ
たり、国の計画承
認に期間を要した
ため、予算を繰越
して使用する。

佐伊津浄化センター高
度処理槽築造機械設備
整備事業

166,400,000 0 166,323,524 83,161,762 83,100,000 61,762 76,476 0

　複数年施工に係
る翌年度予算（県
補助金）確保のた
めの県との協議に
期間を要したた
め、予算を繰越し
て使用する。

279,400,000 4,024,601 275,298,923 133,309,664 139,000,000 2,989,259 76,476 0

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

計

説　　　明

平成30年度　天草市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

左の財源内訳

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

翌年度繰越額 不用額

-
 
1
1
 
-



報告第６号 

   一般財団法人天草下島北部地域観光振興公社の経営状況の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、一般財団法

人天草下島北部地域観光振興公社の経営状況を別冊のとおり報告する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 
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報告第７号 

   株式会社うしぶかの経営状況の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、株式会社う

しぶかの経営状況を別冊のとおり報告する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 
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報告第８号 

   株式会社プラスファイブの経営状況の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、株式会社プ

ラスファイブの経営状況を別冊のとおり報告する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 
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報告第９号 

   有限会社愛夢里の経営状況の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、有限会社愛

夢里の経営状況を別冊のとおり報告する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 
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議第５７号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、天草市税条例等の

一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

 （提案理由） 

 専決処分したときは、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し、その承認

を得る必要がある。 
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天草市専決第３号 

専 決 処 分 書 

天草市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

平成３１年３月３１日 

天草市長 中 村 五 木   

 （専決処分の理由） 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）の公布に伴い、条例を改正する必

要があるが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分する。 
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天草市条例第１２号 

天草市税条例等の一部を改正する条例 

 （天草市税条例の一部改正） 

第１条 天草市税条例（平成１８年天草市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

  第３４条の７第１項中「においては」を「には」に、「同項第１号に掲げる寄附金」を「

同条第２項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第２項中「第３１４条の７第２項」

を「第３１４条の７第１１項」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に、「附則第５条の４

の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項（同条第７項」に改め、同条第２

項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項

を同条第２項とする。 

附則第７条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１１項第２号」

に改める。 

附則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第１項中

「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金」を「第３１

４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例

控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長

（次項及び第３項において「都道府県知事等」という。）」に改め、同条第２項及び第３項

中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。 

附則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「において

は」を「には」に改める。 

附則第１０条の２第４項中「附則第１５条第３２項第１号イ」を「附則第１５条第３３項

第１号イ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第３２項第１号ロ」を「附則第１５条第３

３項第１号ロ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３２項第１号ハ」を「附則第１５条

第３３項第１号ハ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第３２項第１号ニ」を「附則第１

５条第３３項第１号ニ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第３２項第１号ホ」を「附則

第１５条第３３項第１号ホ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第３２項第２号イ」を「

附則第１５条第３３項第２号イ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第３２項第２号ロ」

を「附則第１５条第３３項第２号ロ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３２項第３

号イ」を「附則第１５条第３３項第３号イ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第３２
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項第３号ロ」を「附則第１５条第３３項第３号ロ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条

第３２項第３号ハ」を「附則第１５条第３３項第３号ハ」に改め、同条第１４項中「附則第

１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第４

６項」を「附則第１５条第４７項」に改める。 

附則第１０条の３第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第１２条第１７項」

を「附則第１２条第１９項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項第５号中「附

則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条

第９項を同条第１０項とし、同条第８項第５号中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２

条第３１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項第４号中「附則第１２条第２１項」

を「附則第１２条第２３項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２２項」を「附則第１

２条第２４項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「附則第１２条第１７項」を

「附則第１２条第１９項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項の次に次の１項を加

える。 

６ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則

第１２条第１６項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 家屋の建築年月日及び登記年月日 

附則第１０条の３の次に次の１条を加える。 

（平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第１０条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合及び同条第６

項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者が令附則第１

２条の４第１項第３号から第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者であ
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る場合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号

に掲げる者との関係 

 法附則第１６条の２第１項に規定する被災住宅用地の上に平成２８年度に係る賦課期

日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準

用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用を受けようとする土地を法第３４９

条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができな

い理由 

 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受ける土地に係る平成３１年度分及び平成３２年度分の固定資産税については、第７４

条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共

用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代

表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の２第３項に規定する被災区分所有家屋の所

在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義

務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

 法附則第１６条の２第３項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定め

た割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の２第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地等（

以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額の按分の申出につい

ては、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、
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「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあ

るのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。 

附則第１６条第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年３月３１日までに初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項までにお

いて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第３０条第１項」に、「当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条にお

いて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する

年度以後の年度分」を「平成３１年度分」に改め、同条第２項から第４項までを削り、同条

第５項中「附則第３０条第６項第１号及び第２号」を「附則第３０条第２項第１号及び第２

号」に、「第２項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

附則第１６条第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第３０条第７項第１号及び第

２号」を「附則第３０条第３項第１号及び第２号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「（

ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。）」

を加え、「第３項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

附則第１６条第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第３０条第８項第１号及び第

２号」を「附則第３０条第４項第１号及び第２号」に、「第４項の表」を「次の表」に改め、

同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円
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１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第１６条第７項を同条第４項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

（天草市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 天草市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年天草市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

第１条の２のうち、天草市税条例附則第１５条の次に５条を加える改正規定（同条例附則

第１５条の６第２項に係る部分に限る。）中「については」の次に「、当分の間」を加え、

同条例附則第１６条第１項の改正規定中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による」を「最初の法第４４４条第３項に規定する」を「平成１８年３月３１日までに初め

て道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項までに

おいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第３０条第１項」を「法附則第３０

条」に、「平成３１年度分」を「当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両

番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改め

る。 

第３条 天草市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年天草市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。 

第１条のうち、天草市税条例第４８条第１項の改正規定中「及び第１１項」を「、第１１

項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定中「３項」を「８項」に改め、同改

正規定（同条第１０項に係る部分に限る。）中「次項」の次に「及び第１２項」を加え、「

その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に限る。）中

「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手

続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規

定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の

規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該

市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しない。法人

税法第７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第１
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０項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けて

いない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は

納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が

指定する期間内に行う第１０項の申告についても、同様とする。 

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが

必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定

める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の１

５日前までに、これを市長に提出しなければならない。 

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき第１３項の規

定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記

載した届出書を市長に提出しなければならない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条の８第５１項

の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった

日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３項前段の

規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたと

きは、この限りでない。 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届出書の提出又

は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において

準用する場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった

日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３項後段の

規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出した

ときは、この限りでない。 

附則第１条第５号中「３項を」を「８項を」に改める。 

附則第２条第３項中「第１２項」を「第１７項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１条中天草市税条例第３

４条の７の改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９条及び第９条の２の改正規定並びに

次条第２項から第４項までの規定は、平成３１年６月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 
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第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の天草市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。 

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成３２年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、平成３２年度分

の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３４条の７第１項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１

項第１号に掲げる寄附金（平成３

１年６月１日前に支出したものに

限る。） 

附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第３１

４条の７第１項第１号に掲げる寄

附金（平成３１年６月１日前に支

出したものに限る。） 

送付 送付又は天草市税条例の一部を改

正する条例（平成３１年天草市条

例第１２号）附則第２条第４項の

規定によりなお従前の例によるこ

ととされる同条例第１条の規定に

よる改正前の天草市税条例附則第

９条第３項の規定による同条第１

項に規定する申告特例通知書の送

付 

４ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第

１号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年

法律２号。以下この項において「改正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法

- 24 -



（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金につい

て適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定による改正

前の地方税法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、平成３０年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動車税について適

用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
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議第５８号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、天草市都市計画税

条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

 （提案理由） 

 専決処分したときは、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し、その承認

を得る必要がある。 
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天草市専決第４号 

専 決 処 分 書 

天草市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

平成３１年３月３１日 

天草市長 中 村 五 木   

 （専決処分の理由） 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）の公布に伴い、条例を改正する必

要があるが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分する。 
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天草市条例第１３号 

   天草市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 天草市都市計画税条例（平成１８年天草市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に

改める。 

附則第１５項中「第１７項、第１８項、第２０項から第２４項まで、第２６項」を「第１８

項、第１９項、第２１項から第２５項まで」に、「第３１項、第３５項、第３９項、第４２項、

第４３項、第４４項若しくは第４７項」を「第２８項、第３２項、第３６項、第４０項、第４

３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の天草市都市計画税条例（以下「新

条例」という。）の規定は、平成３１年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成

３０年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０

年法律第４９号）附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新

条例附則第１５項の規定の適用については、同項中「若しくは第４８項から第５０項まで」

とあるのは「、第４８項若しくは第４９項」とする。 
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議第５９号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、天草市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求め

る。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

 （提案理由） 

 専決処分したときは、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し、その承認

を得る必要がある。 
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天草市専決第５号 

専 決 処 分 書 

天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

平成３１年３月３１日 

天草市長 中 村 五 木   

 （専決処分の理由） 

 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）の一部改正に伴い、条例を改正する必要がある

が、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

する。 
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天草市条例第１４号 

   天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 天草市国民健康保険税条例（平成１８年天草市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

第２３条中「５８万円」を「６１万円」に改め、同条第２号中「２７万５,０００円」を「

２８万円」に改め、同条第３号中「５０万円」を「５１万円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の天草市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 
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議第６０号 

天草市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

         天草市長 中 村 五 木   

   天草市職員定数条例の一部を改正する条例 

 天草市職員定数条例（平成１８年天草市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 市長事務部局の職員 ７２１人 

 議会事務部局の職員 ６人 

 選挙管理委員会事務部局の職員 ５人 

 監査委員事務部局の職員 ６人 

 農業委員会事務部局の職員 ８人 

 教育委員会事務部局及び学校その他の教育機関の職員 １６７人 

 病院事業の職員 ２５０人 

 上下水道事業の職員 ３６人 

  計 １，１９９人 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 職員の定数を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２条第３項の規定

により、条例を改正する必要がある。 
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 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６１号 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

 天草市長 中 村 五 木   

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年天草市条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 

別表選挙長の項中「１０，６００」を「１０，８００」に改め、同表投票所の投票管理者の

項中「１２，６００」を「１２，８００」に改め、同表期日前投票所の投票管理者の項中「１

１，１００」を「１１，３００」に改め、同表開票管理者の項中「１０，６００」を「１０，

８００」に改め、同表投票所の投票立会人の項中「１０，７００」を「１０，９００」に改め、

同表期日前投票所の投票立会人の項中「９，５００」を「９，６００」に改め、同表指定病院

等における不在者投票外部立会人の項中「１０，７００」を「１０，９００」に改め、同表開

票立会人の項及び選挙立会人の項中「８，８００」を「８，９００」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（提案理由） 

 報酬の額を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第４項の規

定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６２号 

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定す

るものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 

（天草市財産条例の一部改正） 

第１条 天草市財産条例（平成１８年天草市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

別表土地の項中「第５条」を「第８条」に改める。 

（天草市民センター条例の一部改正） 

第２条 天草市民センター条例（平成１８年天草市条例第９９号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１中「７，３００」を「７，６５０」に、「９，９００」を「１０，３８０」に、 

「１３，１００」を「１３，７３０」に、「１７，２００」を「１８，０２０」に、「２３，

０００」を「２４，１００」に、「３０，３００」を「３１，７５０」に、「３，６５０」 

を「３，８３０」に、「９，１００」を「９，５４０」に、「１２，６００」を「１３，２ 

００」に、「１６，０００」を「１６，７７０」に、「２１，７００」を「２２，７４０」 

に、「２８，６００」を「２９，９７０」に、「３７，７００」を「３９，５００」に、「 

４，５５０」を「４，７７０」に、「１７，８００」を「１８，６５０」に、「２２，５０ 

０」を「２３，５８０」に、「３０，９００」を「３２，３８０」に、「４０，３００」を 

「４２，２２０」に、「５３，４００」を「５５，９５０」に、「６，５５０」を「６，８ 

７０」に、「１５，７００」を「１６，４５０」に、「２１，５００」を「２２，５３０」 

に、「２６，２００」を「２７，４５０」に、「３７，２００」を「３８，９８０」に、「 

４７，７００」を「４９，９８０」に、「６３，４００」を「６６，４２０」に、「７，８ 
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５０」を「８，２３０」に、「１６，８００」を「１７，６００」に、「２３，６００」を 

「２４，７３０」に、「２９，９００」を「３１，３３０」に、「４０，４００」を「４２，

３３０」に、「５３，５００」を「５６，０５０」に、「７０，３００」を「７３，６５０」

に、「８，４００」を「８，８００」に、「１９，９００」を「２０，８５０」に、「２８，

８００」を「３０，１８０」に、「３６，２００」を「３７，９３０」に、「４８，７００」

を「５１，０２０」に、「６５，０００」を「６８，１００」に、「８４，９００」を「８ 

８，９５０」に、「９，９５０」を「１０，４３０」に、「３００円」を「３２０円」に、 

「２００円」を「２１０円」に改める。 

  別表第２中「１，０００円」を「１，０５０円」に、「４００円」を「４２０円」に、「

２００円」を「２１０円」に改める。 

  別表第３の１総合武道館使用料（団体利用）の表中「７００円」を「７４０円」に、「３

５０円」を「３７０円」に、「１７０円」を「１８０円」に、「２，１００円」を「２，２ 

００円」に、「５００円」を「５３０円」に、「２５０円」を「２７０円」に、「３００円」

を「３２０円」に改める。 

  別表第３の２総合武道館使用料（個人利用）の表中「１００円」を「１１０円」に、「１，

０００円」を「１，０５０円」に、「５０円」を「６０円」に、「５００円」を「５３０円」

に、「２５０円」を「２７０円」に改める。 

  別表第４の１体育館使用料（団体利用）の表中「１，２００円」を「１，２６０円」に、 

「６００円」を「６３０円」に、「４００円」を「４２０円」に、「３，６００円」を「３，

７８０円」に、「１，８００円」を「１，８９０円」に、「３００円」を「３２０円」に、 

「２００円」を「２１０円」に、「１２，０００円」を「１２，５８０円」に、「９００円」

を「９５０円」に、「４５０円」を「４８０円」に改める。 

  別表第４の２体育館使用料（個人利用）の表中「１００円」を「１１０円」に、「１，０

００円」を「１，０５０円」に、「５０円」を「６０円」に、「５００円」を「５３０円」

に、「９００円」を「９５０円」に、「４５０円」を「４８０円」に、「３００円」を「３

２０円」に改める。 

  別表第５中「４，０００円」を「４，２００円」に、「２，０００円」を「２，１００円」

に、「２５０円」を「２７０円」に、「１５０円」を「１６０円」に、「１，０００円」を 

「１，０５０円」に、「３５０円」を「３７０円」に、「３，０００円」を「３，１５０円」

に改める。 
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 （天草市牛深総合センター条例の一部改正） 

第３条 天草市牛深総合センター条例（平成１８年天草市条例第１０９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１中「７，３００」を「７，６５０」に、「９，９００」を「１０，３８０」に、 

「１３，１００」を「１３，７３０」に、「１７，２００」を「１８，０２０」に、「２３，

０００」を「２４，１００」に、「３０，３００」を「３１，７５０」に、「３，６５０」 

を「３，８３０」に、「９，１００」を「９，５４０」に、「１２，６００」を「１３，２ 

００」に、「１６，０００」を「１６，７７０」に、「２１，７００」を「２２，７４０」 

に、「２８，６００」を「２９，９７０」に、「３７，７００」を「３９，５００」に、「 

４，５５０」を「４，７７０」に、「１７，８００」を「１８，６５０」に、「２２，５０ 

０」を「２３，５８０」に、「３０，９００」を「３２，３８０」に、「４０，３００」を 

「４２，２２０」に、「５３，４００」を「５５，９５０」に、「６，５５０」を「６，８ 

７０」に、「１５，７００」を「１６，４５０」に、「２１，５００」を「２２，５３０」 

に、「２６，２００」を「２７，４５０」に、「３７，２００」を「３８，９８０」に、「 

４７，７００」を「４９，９８０」に、「６３，４００」を「６６，４２０」に、「７，８ 

５０」を「８，２３０」に、「１６，８００」を「１７，６００」に、「２３，６００」を 

「２４，７３０」に、「２９，９００」を「３１，３３０」に、「４０，４００」を「４２，

３３０」に、「５３，５００」を「５６，０５０」に、「７０，３００」を「７３，６５０」

に、「８，４００」を「８，８００」に、「１９，９００」を「２０，８５０」に、「２８，

８００」を「３０，１８０」に、「３６，２００」を「３７，９３０」に、「４８，７００」

を「５１，０２０」に、「６５，０００」を「６８，１００」に、「８４，９００」を「８ 

８，９５０」に、「９，９５０」を「１０，４３０」に、「３００円」を「３２０円」に、 

「２００円」を「２１０円」に改める。 

  別表第２中「１，０００円」を「１，０５０円」に、「３００円」を「３２０円」に、「

４００円」を「４２０円」に、「５００円」を「５３０円」に改める。 

  別表第３中「４，０００円」を「４，２００円」に、「２，０００円」を「２，１００円」

に、「３００円」を「３２０円」に、「１５０円」を「１６０円」に、「２５０円」を「２ 

７０円」に、「１，０００円」を「１，０５０円」に、「３５０円」を「３７０円」に、「 

４５０円」を「４８０円」に改める。 

（天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例の一部改正） 

- 37 -



第４条 天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例（平成１８年天草市条例第１１７

号）の一部を次のように改正する。 

別表の１交流センター使用料の表中「２，７００円」を「２，７５０円」に、「２，１６

０円」を「２，２００円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「１，７３０円」

を「１，７６０円」に、「１，３００円」を「１，３２０円」に改める。 

別表の２体育館使用料の表中「５４０円」を「５５０円」に、「２７０円」を「２８０円」

に改める。 

（天草市倉岳町農業用水使用条例の一部改正） 

第５条 天草市倉岳町農業用水使用条例（平成１８年天草市条例第１８４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１２条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（天草市漁港管理条例の一部改正） 

第６条 天草市漁港管理条例（平成１８年天草市条例第２０８号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１中「５円０８銭」を「５円１７銭」に、「１，３０７円」を「１，３３１円」に、

「１，９７６円」を「２，０１３円」に、「２，９５９円」を「３，０１４円」に、「２２ 

７円」を「２３１円」に、「１０８円」を「１１０円」に、「２円３８銭」を「２円４２銭」

に改める。 

別表第２土砂採取料の項中「１１９円」を「１２１円」に、「１６２円」を「１６５円」

に、「１０８円」を「１１０円」に、「１４０円」を「１４３円」に、「１５７円」を「１

６０円」に、「５４円」を「５５円」に、「７０円」を「７２円」に、「１０３円」を「１

０５円」に改める。 

（天草市御所浦物産館条例の一部改正） 

第７条 天草市御所浦物産館条例（平成１８年天草市条例第２１０号）の一部を次のように改

正する。 

  別表中「６２０円」を「６３０円」に改める。 

（天草市栖本温泉センター条例の一部改正） 

第８条 天草市栖本温泉センター条例（平成１８年天草市条例第２１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表中「３１０円」を「３２０円」に、「５２０円」を「５３０円」に、「１，０３０円」
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を「１，０５０円」に、「２，０６０円」を「２，１００円」に、「３，３００円」を「３，

３６０円」に、「４，１２０円」を「４，２００円」に改める。 

（天草市総合交流施設愛夢里条例の一部改正） 

第９条 天草市総合交流施設愛夢里条例（平成１８年天草市条例第２１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中「３１０円」を「３２０円」に、「５２０円」を「５３０円」に、「１，０３０円」

を「１，０５０円」に、「６，１８０円」を「６，２９０円」に、「５，１５０円」を「５，

２４０円」に、「４，１２０円」を「４，２００円」に、「３，６００円」を「３，６７０ 

円」に改める。 

（天草市新和緑の村条例の一部改正） 

第１０条 天草市新和緑の村条例（平成１８年天草市条例第２１６号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「６，４８０円」を「６，６００円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「４，

３２０円」を「４，４００円」に、「１６，２００円」を「１６，５００円」に、「１，０ 

８０円」を「１，１００円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「２，１６０円」

を「２，２００円」に、「５，４００円」を「５，５００円」に、「３２，４００円」を「 

３３，０００円」に改める。 

（天草市総合交流ターミナル施設ユメール条例の一部改正） 

第１１条 天草市総合交流ターミナル施設ユメール条例（平成１８年天草市条例第２１８号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「３１０円」を「３２０円」に、「５２０円」を「５３０円」に、「２０，５８０

円」を「２０，９６０円」に、「９３０円」を「９５０円」に、「３０，８６０円」を「３

１，４３０円」に、「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「８３０円」を「８４０円」

に、「２，０６０円」を「２，１００円」に、「１，５５０円」を「１，５８０円」に改め

る。 

（天草市下田温泉センター条例の一部改正） 

第１２条 天草市下田温泉センター条例（平成１８年天草市条例第２２０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中「３１０円」を「３２０円」に、「５２０円」を「５３０円」に、「１，０３０円」

を「１，０５０円」に改める。 
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（天草市牛深温泉センター条例の一部改正） 

第１３条 天草市牛深温泉センター条例（平成１８年天草市条例第２２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中「３１０円」を「３２０円」に、「５２０円」を「５３０円」に、「１，０３０円」

を「１，０５０円」に改める。 

（天草市うしぶか海彩館条例の一部改正） 

第１４条 天草市うしぶか海彩館条例（平成１８年天草市条例第２２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表中「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、

「７６０円」を「７７０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「３，２４０円」を「３，

３００円」に改める。 

（天草市宿泊施設やすらぎ荘条例の一部改正） 

第１５条 天草市宿泊施設やすらぎ荘条例（平成１８年天草市条例第２２３号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「１０，２６０円」を「１０，４５

０円」に、「９，７２０円」を「９，９００円」に、「１１，８８０円」を「１２，１００

円」に、「１１，３４０円」を「１１，５５０円」に、「１６，２００円」を「１６，５０

０円」に改める。 

（天草市リップルランド公園条例の一部改正） 

第１６条 天草市リップルランド公園条例（平成１８年天草市条例第２２４号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第３中「３１０円」を「３２０円」に、「５２０円」を「５３０円」に、「１，０３ 

０円」を「１，０５０円」に、「２６０円」を「２７０円」に、「８３０円」を「８４０円」

に、「５１，４３０円」を「５２，３９０円」に改める。 

（天草市河浦海上コテージ条例の一部改正） 

第１７条 天草市河浦海上コテージ条例（平成１８年天草市条例第２２７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中「８，２３０円」を「８，３９０円」に、「７，７２０円」を「７，８６０円」に、

「７，２００円」を「７，３４０円」に、「６，６９０円」を「６，８１０円」に、「６， 

１８０円」を「６，２９０円」に、「５，６６０円」を「５，７７０円」に、「４，６３０ 
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円」を「４，７２０円」に、「４，１２０円」を「４，２００円」に、「５，１５０円」を 

「５，２４０円」に、「２，０６０円」を「２，１００円」に、「１，５５０円」を「１， 

５８０円」に改める。 

（天草市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第１８条 天草市道路占用料徴収条例（平成１８年天草市条例第２３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（天草市港湾管理条例の一部改正） 

第１９条 天草市港湾管理条例（平成１８年天草市条例第２４１号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１中「２円４８銭」を「２円５３銭」に、「１，３０６円８０銭」を「１，３３１

円」に、「１，９７６円４０銭」を「２，０１３円」に、「２，９５９円２０銭」を「３，

０１４円」に、「５円４０銭」を「５円５０銭」に、「１円３５銭」を「１円３８銭」に、 

「１５４，２００円」を「１５７，１００円」に、「１１，４００円」を「１１，６００円」

に、「２，０５０円」を「２，０９０円」に、「４，９４６円４０銭」を「５，０３８円」 

に、「３円８９銭」を「３円９６銭」に、「２円３８銭」を「２円４２銭」に、「６６８円」

を「６８０円」に、「９０５円」を「９２１円」に、「６１円２０銭」を「６２円３４銭」 

に、「８７円３１銭」を「８８円９２銭」に、「９円」を「９円１６銭」に、「１７円１１ 

銭」を「１７円４２銭」に改める。 

別表第２中「９１円８０銭」を「８５円」に、「６４円８０銭」を「６０円」に、「５９

円４０銭」を「５５円」に、「８６円４０銭」を「８０円」に、「１５１円２０銭」を「１

４０円」に、「７９３円８０銭」を「７３５円」に、「１，９１１円６０銭」を「１，７７

０円」に、「１，１５０円２０銭」を「１，０６５円」に、「１４５円８０銭」を「１３５

円」に、「１，４２０円２０銭」を「１，３１５円」に、「１０２円６０銭」を「９５円」 

に、「１７８円２０銭」を「１６５円」に、「９７円２０銭」を「９０円」に、「４３２円」

を「４００円」に改め、同表中備考４を備考５とし、備考３の次に次のように加える。 

４ 占用の期間が１月未満の場合における占用料の額は、この表に定める額に１００分の

１１０を乗じて得た額とする。 

別表第３中「１１８円８０銭」を「１２１円」に、「１６２円」を「１６５円」に、「１

０８円」を「１１０円」に、「１４０円４０銭」を「１４３円」に、「１５６円６０銭」を
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「１５９円５０銭」に、「５４円」を「５５円」に、「７０円２０銭」を「７１円５０銭」

に、「１０２円６０銭」を「１０４円５０銭」に改める。 

（天草市下水道条例の一部改正） 

第２０条 天草市下水道条例（平成１８年天草市条例第２４６号）の一部を次のように改正す

る。 

第１７条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例の一部改正） 

第２１条 天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例（平成

１８年天草市条例第２５０号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

附則第５項中「平成３９年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

（天草市水道事業給水条例の一部改正） 

第２２条 天草市水道事業給水条例（平成１８年天草市条例第２５８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２３条中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例の一部改正） 

第２３条 天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例（平成１９年天草市条例第７４号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１中「５２０円」を「５３０円」に、「８３０円」を「８４０円」に、「６２０円」

を「６３０円」に改める。 

別表第２中「５２０円」を「５３０円」に改める。 

別表第３中「１，５５０円」を「１，５８０円」に改める。 

（天草市下田温泉ふれあい館ぷらっと条例の一部改正） 

第２４条 天草市下田温泉ふれあい館ぷらっと条例（平成１９年天草市条例第７５号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１中「５４０円」を「５５０円」に改める。 

（天草市立病院の使用料等に関する条例の一部改正） 

第２５条 天草市立病院の使用料等に関する条例（平成２１年天草市条例第８６号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第３項の表中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「３，２４０円」を「３，
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３００円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「１，０８０円」を「１，１００

円」に改める。 

別表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「５，４００円」を「５，５００円」に、

「３，２４０円」を「３，３００円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「１４，

０４０円」を「１４，３００円」に改める。 

（天草市集落排水処理施設条例の一部改正） 

第２６条 天草市集落排水処理施設条例（平成２７年天草市条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１６条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第１条中天草市財産条例別表土

地の項の改正規定及び第２１条中天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の

管理に関する条例附則第５項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（使用料等に関する経過措置） 

２ この条例（第５条、第２０条から第２２条まで、第２５条（天草市立病院の使用料等に関

する条例別表の改正規定に限る。）及び第２６条の規定を除く。）による改正後の使用料及

び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使

用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施

行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納

付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に

納付するものについては、なお従前の例による。 

 （天草市倉岳町農業用水使用条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第５条の規定による改正後の天草市倉岳町農業用水使用条例第１２条第１項の規定は、令 

和２年２月１日から令和３年１月３１日までの期間以後の使用に係る使用料について適用し、

平成３１年２月１日から令和２年１月３１日までの期間以前の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

（天草市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第２０条の規定による改正後の天草市下水道条例第１７条第１項の規定は、令和元年１２

月請求分以後の使用料について適用し、同年１１月請求分以前の使用料については、なお従
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前の例による。 

（天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例の一部改正に

伴う経過措置） 

５ 第２１条の規定による改正後の天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の

管理に関する条例第１０条第１項の規定は、令和元年１２月請求分以後の使用料について適

用し、同年１１月請求分以前の使用料については、なお従前の例による。 

（天草市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第２２条の規定による改正後の天草市水道事業給水条例第２３条の規定は、令和元年１２

月請求分以後の料金について適用し、同年１１月請求分以前の料金については、なお従前の

例による。 

（天草市立病院の使用料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 第２５条の規定による改正後の天草市立病院の使用料等に関する条例別表の規定は、施行

日以後に行われる手数料を徴収する事務に係る手数料について適用し、同日前に行われた手

数料を徴収する事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

（天草市集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ 第２６条の規定による改正後の天草市集落排水処理施設条例第１６条第１項の規定は、令

和元年１２月請求分以後の使用料について適用し、同年１１月請求分以前の使用料について

は、なお従前の例による。 

（提案理由） 

 消費税及び地方消費税の税率の引上げ等に伴い、関係する条例を改正する必要がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６３号 

天草市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

天草市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和元年６月１０日提出 

                         天草市長 中 村 五 木 

天草市介護保険条例の一部を改正する条例 

 天草市介護保険条例（平成１８年天草市条例第１４７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成３０年度か

ら平成３２年度までの各年度」を「令和元年度及び令和２年度」に、「３万１，３２０円」を

「２万６，１００円」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び

令和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、４万３，５００円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び

令和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、５万４６０円とする。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の天草市介護保険条例第３条及

び次項の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

２ 平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

（提案理由） 

介護保険の保険料率を改定するには、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１２９条第

２項の規定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６４号 

天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市税条例の一部を改正する条例 

 （天草市税条例の一部改正） 

第１条 天草市税条例（平成１８年天草市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

  第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項

の次に次の１項を加える。 

６ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第１９０条

の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第１項の申告書を提

出するときは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものに

ついては、施行規則で定める記載によることができる。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第

１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号

の次に次の１号を加える。 

 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第

１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め、「ならない者」の次

に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者

であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者であ

る者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規

定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の

次に次の１号を加える。 
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 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」に改め、

同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に改める。 

第３６条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を「同条第８項」に、

「第８項」を「第９項」に改める。 

附則第１５条の２に次の３項を加える。 

２ 熊本県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に

関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項において準用

する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 熊本県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割

につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１５条の４の規定により読

み替えられた第８１条の６第１項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報

を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したこ

とによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る３

輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた

法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみ

なして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項

の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

附則第１５条の２を附則第１５条の２の２とし、附則第１５条の次に次の１条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に

掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの
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間（附則第１５条の６第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第

８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

附則第１５条の６に次の１項を加える。 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８１条の４（第２号に係る 

部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行わ 

れたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

附則第１６条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指定」の次に「（ 

次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を加え、同条に次の３項を 

加える。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち

３輪以上のものに対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成

３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から

令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動

車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円

- 48 -



第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のも 

の（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については、 

当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自

動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第１６条の２を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条

第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通

大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第８３条第２

項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場

合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその

他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の

偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の

軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第８７条及び第８８条
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の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不

足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

第２条 天草市税条例の一部を次のように改正する。 

  第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

附則第１６条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の

乗用のものに対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第

２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

第３条 天草市税条例の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成４５年度」を「令和１５年度」に、「平成３３年」を

「令和３年」に改める。 

  附則第８条第１項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。 

  附則第１０条の４第２項中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に、「平成３２年度

分」を「令和２年度分」に改める。 

 附則第１１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

  附則第１１条の２の見出し中「平成３１年度」を「令和元年度」に、「平成３２年度」を

「令和２年度」に改め、同条第１項中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に、「平成３ 

２年度分」を「令和２年度分」に改め、同条第２項中「平成３２年度分」を「令和２年度分」

に改める。 

  附則第１２条（見出しを含む。）、附則第１２条の２（見出しを含む。）及び附則第１３ 

条（見出しを含む。）中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

  附則第１５条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成３

３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

- 50 -



  附則第１７条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

  附則第２２条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 第１条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和元年１０月１日 

 第１条中天草市税条例第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６

項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定並びに第３６条の３の２、第３６条

の３の３及び第３６条の４第１項の改正規定並びに次条の規定 令和２年１月１日 

 第２条中天草市税条例第２４条の改正規定及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 

 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和３年４月１日 

 （経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の天草市税条例（次項及び第３項において「２

年新条例」という。）第３６条の２第６項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令

和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前

に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書

を提出する場合については、なお従前の例による。 

２ ２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、前条第２号

に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき天草市税条例第３６条の２第１項に規定す

る給与について提出する２年新条例第３６条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書に

ついて適用する。 

３ ２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に

支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）第１条の規定

による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項において「新所得税法」と

いう。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。）について提出する２年新条例第３６条の３の３第１項に規定す

る申告書について適用する。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の天草市税条例第２４条第１項（第２号

に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、
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令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

第４条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の天草市

税条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部

分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽

自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割について適用する。 

第５条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の天草市税条例の規定は、令和３年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 

（提案理由） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。
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議第６５号 

天草市税特別措置条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市税特別措置条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

   天草市税特別措置条例の一部を改正する条例 

天草市税特別措置条例（平成１９年天草市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第２条から第５条までの規定中「平成３１年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の天草市税特別措置条例の規定は、

平成３１年４月１日から適用する。 

（提案理由） 

 過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適

用される場合等を定める省令（平成１２年自治省令第２０号）等の一部改正により、固定資産 

税の課税免除又は不均一課税の措置の適用期間が延長されたことに伴い、条例を改正する必要 

がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６６号 

天草市倉岳特産物処理加工施設条例を廃止する条例の制定について 

 天草市倉岳特産物処理加工施設条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

         天草市長 中 村 五 木   

天草市倉岳特産物処理加工施設条例を廃止する条例 

天草市倉岳特産物処理加工施設条例（平成１８年天草市条例第１７３号）は、廃止する。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 倉岳特産物処理加工施設の廃止に伴い、条例を廃止する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第６７号

   熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和元年８月３１

日限りで、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更し、熊本県市町村総合事務組

合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部を次のとおり変更する。

  令和元年６月１０日提出

天草市長 中 村 五 木   

   熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部

を次のように変更する。

 別表第２第３条第１０号に関する事務の項中「、合志市」を削る。

   附 則

 （施行期日）

１ この規約は、令和元年９月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に

関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故により災害を受けた者に

係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、なお従前の例による。

 （提案理由）

 一部事務組合の共同処理する事務を変更し、規約を変更しようとするときは、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決を経る必要がある。

 これが、この議案を提出する理由である。
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議第６８号 

あらたに生じた土地の確認について 

天草市の区域内に公有水面の埋立てにより、あらたに次に掲げる土地を生じたため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により確認するものとする。 

令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

天草市御所浦町牧島字ニガキ３番、４番、４番４及び４番５地先公有水面埋立地 

２，６４０．１９平方メートル

（提案理由） 

 市の区域内にあらたに生じた土地を確認するには、地方自治法第９条の５第１項の規定によ

り、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第６９号 

   字の区域の変更について 

公有水面の埋立てにより、あらたに次に掲げる土地を生じたため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２６０条第１項の規定により天草市の字の区域を次のとおり変更するものと

する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

あらたに生じた土地 編入する字

 天草市御所浦町牧島字ニガキ３番、４番、４番４及び４番５地

先公有水面埋立地 

          ２，６４０．１９平方メートル 

天草市御所浦

町牧島字ニガ

キ 

（提案理由） 

 市の区域内の字の区域を変更するには、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の

議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第７０号 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 契 約 の 目 的  一町田地区コミュニティセンター改築工事 

２ 工 事 場 所  天草市河浦町河浦 地内 

３ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

４ 契 約 の 金 額  ２４３，６５０，０００円 

５ 契約の相手方  住 所  天草市南町４番３７号 

          名 称  木原建設株式会社 

          代表者  代表取締役 木原 一二 

（提案理由） 

 予定価格が１億５千万円以上の工事の請負契約を締結するには、天草市議会の議決に付すべ

き契約に関する条例（平成１８年天草市条例第５９号）第２条の規定により、議会の議決を経

る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第７１号 

   財産の取得について 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 取 得 の 目 的  校務用パソコン整備に伴うもの 

２ 品 名 等  別紙のとおり 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 金 額  １７，２７２，４４０円 

５ 契約の相手方  住 所  天草市亀場町亀川８２６番地２４ 

          名 称  風間文具店 

          代表者  代表者 風間 英美 

（提案理由） 

予定価格が２千万円以上の動産の買入れをするには、天草市財産条例（平成１８年天草市条

例第６０号）第２条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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(別紙)

品名 単位

本
渡
北
小

楠
浦
小

本
町
小

佐
伊
津
小

五
和
小

本
渡
中

五
和
中

学
校
事
務

セ
ン
タ
ー

合
計

ノート型
パソコン

台 48 17 16 18 27 55 18 11 210

Windows Server
ユーザーCAL

ライセ
ンス

48 17 16 18 27 55 18 11 210

インストール
及び設定

台 48 17 16 18 27 55 18 11 210

搬入
プリンタ設定

台 48 17 16 18 27 55 18 11 210

再セットアップ用
媒体

式 1
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議第７２号 

   財産の取得について 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 取 得 の 目 的  校務用パソコン整備に伴うもの 

２ 品 名 等  別紙のとおり 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 金 額  １６，９８７，７５２円 

５ 契約の相手方  住 所  天草市河浦町﨑津８０２番地２ 

          名 称  田中電化サービス 

          代表者  代表者 田中 信利 

（提案理由） 

予定価格が２千万円以上の動産の買入れをするには、天草市財産条例（平成１８年天草市条

例第６０号）第２条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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(別紙)

品名 単位

本
渡
南
小

牛
深
小

牛
深
東
小

新
和
小

天
草
小

河
浦
小

牛
深
中

牛
深
東
中

新
和
中

天
草
中

河
浦
中

合
計

ノート型
パソコン

台 41 28 16 18 15 18 27 16 18 16 17 230

Windows Server
ユーザーCAL

ライセ
ンス

21 28 16 18 15 18 27 16 18 16 17 210

インストール
及び設定

台 41 28 16 18 15 18 27 16 18 16 17 230

搬入
プリンタ設定

台 41 28 16 18 15 18 27 16 18 16 17 230

再セットアップ用
媒体

式 1
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議第７３号 

   財産の取得について 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 取 得 の 目 的  校務用パソコン整備に伴うもの 

２ 品 名 等  別紙のとおり 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 金 額  １９，２８４，４８０円 

５ 契約の相手方  住 所  天草市大浜町２番４５号 

          名 称  株式会社 北星堂 天草店 

          代表者  店長 高井 結子 

（提案理由） 

予定価格が２千万円以上の動産の買入れをするには、天草市財産条例（平成１８年天草市条

例第６０号）第２条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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(別紙)

品名 単位
亀
川
小

本
渡
東
小

有
明
小

御
所
浦
小

倉
岳
小

栖
本
小

本
渡
東
中

稜
南
中

有
明
中

御
所
浦
中

倉
岳
中

栖
本
中

合
計

ノート型
パソコン

台 30 23 20 15 15 14 18 28 17 16 15 15 226

Windows Server
ユーザーCAL

ライセ
ンス

30 23 20 15 15 14 18 28 17 16 15 15 226

インストール
及び設定

台 30 23 20 15 15 14 18 28 17 16 15 15 226

搬入
プリンタ設定

台 30 23 20 15 15 14 18 28 17 16 15 15 226

再セットアップ用
媒体

式 1
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議第７４号 

   財産の取得について 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 取 得 の 目 的  小型動力ポンプ積載車整備に伴うもの 

２ 品 名 等  別紙のとおり 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 取 得 金 額  ４１，９０３，０００円 

５ 契約の相手方  住 所  熊本市中央区上水前寺一丁目１０番５号 

          名 称  熊本いちはら工業株式会社 

          代表者  代表取締役 澤田 悦幸 

（提案理由） 

予定価格が２千万円以上の動産の買入れをするには、天草市財産条例（平成１８年天草市条

例第６０号）第２条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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（別紙）

方面隊 分団・部

１－１ 普通車 １

３－１ 普通車 １

７－５ 普通車 １

５－３ 普通車 １

１－１ 軽トラック １

１－４ 普通車 １

４－５ 普通車 １

５－４ 普通車 １

９－３ 普通車 １

５－２ 普通車 １

７－４ 普通車 １

車種 台数

小型動力
ポンプ
積載車

対象分団
種別

牛深

五和

本渡

有明

- 66 -



議第７５号 

市道路線の認定について 

 市道の路線を次のように認定するものとする。 

  令和元年６月１０日提出 

天草市長 中 村 五 木  

路線

番号
路線名 起点 終点 

総延長

ｍ 

道路敷 

幅員ｍ 

参考資料 

図面番号 

3334
新田古屋敷

線 

天草町下田南字新

田 3938 番 5 地先 

天草町下田南字古

屋敷 2887 番 2 地先 
908.2 

5.9～ 

33.0  
① 

3335 浜十郎線 
天草町下田南字浜

3245 番 1 地先 

天草町下田南字十郎

489 番 1 地先 
1,428.4

7.5～ 

42.1 
② 

3336 小浦十郎線 
天草町下田南字小

浦 245 番 1 地先 

天草町下田南字十郎

491 番 1 地先 
831.9 

12.0～ 

103.2 
③ 

3337 瀬戸９号線 
志柿町字カシ上

6327 番 21 地先 

志柿町字カシ上 6325

番 28 地先 
91.8 

6.0～ 

10.0 
④ 

 （提案理由） 

 市道の路線を認定するには、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定

により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第７６号

令和元年度天草市一般会計補正予算（第１号）

　元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、施行日以降は、「平成３１年度天草市一般会計予算」の名称を「令和元年度

天草市一般会計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成３１年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、「平成３２年度」

以降も同様とする。

　令和元年度天草市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 82,308千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 54,880,744千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　令和元年６月１０日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
6
8
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

15 国庫支出金 6,456,262 41,154 6,497,416

1 国庫負担金 4,907,213 41,154 4,948,367

16 県支出金 4,040,668 20,577 4,061,245

1 県負担金 2,291,459 20,577 2,312,036

19 繰入金 3,560,091 20,577 3,580,668

2 基金繰入金 3,560,091 20,577 3,580,668

40,741,415 40,741,415

54,798,436 82,308 54,880,744歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

-
 
6
9
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

3 民生費 17,046,464 82,308 17,128,772

2 高齢者福祉費 4,501,548 82,308 4,583,856

37,751,972 37,751,972

54,798,436 82,308 54,880,744

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
7
0
 
-



議第７７号

令和元年度天草市一般会計補正予算（第２号）

　令和元年度天草市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 518,655千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 55,399,399千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　　令和元年６月１０日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
7
1
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

13 分担金及び負担金 524,786 719 525,505

1 分担金 64,252 719 64,971

15 国庫支出金 6,497,416 239,017 6,736,433

2 国庫補助金 1,533,104 239,017 1,772,121

16 県支出金 4,061,245 16,034 4,077,279

2 県補助金 1,438,338 16,034 1,454,372

19 繰入金 3,580,668 27,785 3,608,453

2 基金繰入金 3,580,668 27,785 3,608,453

21 諸収入 469,237 2,500 471,737

5 雑入 272,670 2,500 275,170

22 市債 6,322,000 232,600 6,554,600

1 市債 6,322,000 232,600 6,554,600

33,425,392 33,425,392

54,880,744 518,655 55,399,399歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

-
 
7
2
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

2 総務費 10,917,282 5,276 10,922,558

1 総務管理費 10,127,718 5,276 10,132,994

3 民生費 17,128,772 181,421 17,310,193

3 児童福祉費 6,337,040 181,421 6,518,461

5 農林水産業費 2,444,565 18,543 2,463,108

1 農業費 1,413,698 10,130 1,423,828

2 林業費 271,327 8,413 279,740

6 商工費 1,851,835 15,751 1,867,586

1 商工費 1,851,835 15,751 1,867,586

7 土木費 3,625,605 160,078 3,785,683

2 道路橋梁費 1,469,319 160,078 1,629,397

9 教育費 3,149,312 137,586 3,286,898

1 教育総務費 1,264,283 1,246 1,265,529

3 中学校費 242,894 136,340 379,234

15,763,373 15,763,373

54,880,744 518,655 55,399,399

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
7
3
 
-



第２表　債務負担行為補正

１　追　加 （単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

瀬戸歩道橋操作並びに保守点検業務委託 令和2年度 2,893

-
 
7
4
 
-



第３表　地方債補正

１　追　加 （単位：千円）

起債の目的 起債の方法

保育所施設整備事業
証書借入
又は
証券発行

２　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

道路橋梁整備事業 486,200
証書借入
又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合にはその債
権者と協定するものによ
る。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

567,400
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

中学校施設整備事業 13,000 〃 〃 〃 107,900 〃 〃 〃

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限度額 利率 償還の方法

56,500

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れ
る資金について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後の利
率）

　政府資金についてはその融資条件により、銀行その
他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただ
し、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることがで
きる。

-
 
7
5
 
-



議第７８号

令和元年度天草市介護保険特別会計補正予算（第１号）

　元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、施行日以降は、「平成３１年度天草市介護保険特別会計予算」の名称を「令和

元年度天草市介護保険特別会計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成３１年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、

「平成３２年度」以降も同様とする。

　令和元年度天草市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入予算の補正）

第１条　歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第１表　歳入予算補正」による。

　　　令和元年６月１０日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
7
6
 
-



第１表　歳入予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 保険料 1,933,884 △ 82,308 1,851,576

1 介護保険料 1,933,884 △ 82,308 1,851,576

7 繰入金 1,960,780 82,308 2,043,088

1 一般会計繰入金 1,730,780 82,308 1,813,088

7,904,901 7,904,901

11,799,565 0 11,799,565歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

-
 
7
7
 
-



議第７９号

令和元年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号）

　元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、施行日以降は、「平成３１年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算」の

名称を「令和元年度天草市国民健康保険診療施設特別会計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成３１年度」を「令和元年度」

と読み替えるものとし、「平成３２年度」以降も同様とする。

　令和元年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 222,602千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

　　　令和元年６月１０日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　　中　村　五　木

-
 
7
8
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

8 市債 16,500 9,700 26,200

1 市債 16,500 9,700 26,200

196,402 196,402

212,902 9,700 222,602歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

-
 
7
9
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務管理費 174,038 9,700 183,738

1 総務管理費 174,038 9,700 183,738

38,864 38,864

212,902 9,700 222,602

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
8
0
 
-



第２表　地方債補正

１　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

国民健康保険診療施設
整備事業

16,500
証書借入
又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合にはその債
権者と協定するものによ
る。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

26,200
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

起債の目的
補 正 前 補 正 後

-
 
8
1
 
-



議第８０号

　元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、施行日以降は、「平成３１年度天草市水道事業会計予算」の名称を「令和元年度

天草市水道事業会計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成３１年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、「平成３２年度」

以降も同様とする。

第１条　令和元年度天草市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。　

（収益的収入及び支出）

第２条　令和元年度天草市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　　事　業　費　 2,598,479 千円 8,401 千円 2,606,880 千円

　　第１項　営 　業 　費 　用 2,362,541 千円 8,401 千円 2,370,942 千円

（債務負担行為）

第３条  予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について次のとおり追加する。

　天草市水道事業運転管理等業務委託 4,769 千円

　天草市簡易水道施設管理業務委託その１ 1,427 千円

　天草市簡易水道施設管理業務委託その２ 2,282 千円

令和元年６月１０日提出

　　　天草市長　　　　中　村　五　木　

令和元年度天草市水道事業会計補正予算（第１号）

限　度　額

（総 　　 則）

（科　　　目）

令和２年度

令和２年度

令和２年度

事　　　項

支　　出

期　　　間

（既決予定額）   （補正予定額） （計）

-
 
8
2
 
-



　元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、施行日以降は、「平成３１年度天草市下水道事業会計予算」の名称を「令和元年度

天草市下水道事業会計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成３１年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、「平成３２年度」

第１条　令和元年度天草市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。　

（収益的収入及び支出）

第２条　令和元年度天草市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　事　　業　　費 1,829,349 千円 11,634 千円 1,840,983 千円

　　第１項　営 　業 　費 　用 1,692,286 千円 11,634 千円 1,703,920 千円

（債務負担行為）

第３条　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について次のとおり追加する。　

　本渡浄化センター及びポンプ場運転管理業務委託 千円

　一町田雨水ポンプ場運転管理業務委託 千円

   令和元年６月１０日提出

天草市長　　中　村　五　木

11,495

242

期　　　間

令和２年度

令和２年度

議第８１号

支　　　　出

（科　　　目）

（総 　　 則）

以降も同様とする。

令和元年度天草市下水道事業会計補正予算（第１号）

事　　　　項

   （補正予定額）  （既決予定額）   （計）

限　　度　　額

-
 
8
3
 
-


